
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近接させて略等ピッチで線状に並べた複数の円形エンボス凸部によって規定される複数
種の基本図形要素を備え、該基本図形要素単体で又はこれらを選択的に組み合わせて構成
される複数の図柄を紙面の全面に亘って配した図柄入り薄葉衛生紙であって、
　前記基本図形要素を形成する複数の円形エンボス凸部は、

９０゜以下の鋭角な角部を持たない
線上に沿って配置されて
　

ことを特徴とする図柄入り薄葉衛生紙。
【請求項２】
　前記図柄は、一対の前記基本図形要素が互いに近接して線対称に配置されて構成される
一方で、該図柄の外形輪郭は、９０゜以下の鋭角な角部を持たないことを特徴とする請求
項１に記載の図柄入り薄葉衛生紙。
【請求項３】
　前記略等ピッチは、前記円形エンボス凸部の直径よりも大きく、かつ３ｍｍ以下である
ことを特徴とする請求項１又は２のいずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙。
【請求項４】
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両脇に相隣接する前記エンボ
ス凸部を直線で繋いだ時に形成される夾角が、前記基本図形要素の全長に亘って全て鈍角
又は１８０°となるように配置されることによって、

おり、
前記基本図形要素のうちの一つは、弓状に一方向に曲がった円弧の湾曲線分であり、前

記図柄のうちの一つは、前記湾曲線分を一対にしてその内周側同士を互いに対向させてな
るリーフ状図柄である



　相隣接する図柄間の距離は４～１１ｍｍの範囲であることを特徴とする請求項１乃至３
のいずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙。
【請求項５】
　前記薄葉衛生紙の平面面積に対するエンボス凸部の天部面積の占める割合が、５～９％
であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙。
【請求項６】
　前記円形エンボス凸部の天部形状は真円又は楕円であることを特徴とする請求項１乃至
５のいずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙。
【請求項７】
　各リーフ状図柄の周囲には、該リーフ状図柄と長手方向が異なる複数のリーフ状図柄が
配されていることを特徴とする 記載の図柄入り薄葉衛生紙。
【請求項８】
　前記周囲に配されるリーフ状図柄は、これらが囲むリーフ状図柄の外形輪郭の四側部の
それぞれに一つずつ対向させつつ、長手方向を垂直に指向させて配されていることを特徴
とする に記載の図柄入り薄葉衛生紙。
【請求項９】
　前記基本図形要素のうちの一つは真円の曲線 ことを特徴とする の
いずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙。
【請求項１０】
　前記図柄の外形輪郭の外側領域たる抜き柄領域には、前記エンボス凸部よりも小さい複
数のマイクロエンボス凸部が形成されている一方、前記図柄の外形輪郭の内側領域には、
前記マイクロエンボス凸部が形成されていないことを特徴とする のいずれ
かに記載の図柄入り薄葉衛生紙。
【請求項１１】
　前記抜き柄領域の全面積に対するマイクロエンボス凸部の天部面積の占める割合が、１
７～２７％であることを特徴とする に記載の図柄入り薄葉衛生紙。
【請求項１２】
　二枚の薄葉衛生紙を互いに貼り合わせて構成されるラミネート紙であって、前記二枚の
薄葉衛生紙のうちの少なくとも一方に、前記 のいずれかに記載の図柄入
り薄葉衛生紙を用いたことを特徴とするラミネート紙。
【請求項１３】
　前記二枚の薄葉衛生紙は、紙面の全面に亘って互いに同じ図柄を同じ配置で備えるとと
もに、一方の薄葉衛生紙のエンボス凸部が、他方の薄葉衛生紙のエンボス凸部の周囲の部
分であるエンボス凹部に嵌り込んで、前記一方の薄葉衛生紙のエンボス凸部の天部が、前
記エンボス凹部に接着して貼り合わされていることを特徴とする に記載のラミ
ネート紙。
【請求項１４】
　前記二枚の薄葉衛生紙は、紙面の全面に亘って互いに同じ図柄を同じ配置で備えるとと
もに、同じ図柄を構成するエンボス凸部同士を互いに突き合わせて接着して貼り合わされ
ていることを特徴とする に記載のラミネート紙。
【請求項１５】
　前記リーフ状図柄は、大小２種類の大きさに形成され、大きい方のリーフ状図柄の外形
輪郭の内側領域内に、小さい方のリーフ状図柄が収まることを特徴とする に記
載のラミネート紙。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のエンボス凸部によって図柄が表現された図柄入り薄葉衛生紙およびこれ
を用いたラミネート紙に関する。
【０００２】
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請求項１乃至６のいずれかに

請求項７

である 請求項１乃至８

請求項１乃至９

請求項１０

請求項１乃至１１

請求項１２

請求項１２

請求項１３



【従来の技術】
一般に、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、キッチンペーパー、および化粧用紙
といった薄葉衛生紙の紙面には、主に嵩高性及び柔軟性を高める目的で複数のエンボス凸
部が形成されている。そして、通常、このエンボス凸部は、所定の規則性や対称性等をも
って配置されて図柄を構成し、その意匠性を良くするようにしている。これは、規則性や
対称性をもって近接配置された複数のエンボス凸部を、まとめて一つの図形や図柄と認識
する人間の視覚的性質を利用したものである。
【０００３】
一方、一般に人間は、視覚的に認識した見た目のイメージによって行動を左右され易く、
例えば、良いイメージの商品は抵抗感無く購入し易いものである。このため、その商品が
備えていると好ましい品質を、その商品を一瞥して認識させることができれば、消費者に
対して購入訴求を起こすことができ、もってその購買意欲を高めることができると考えら
れる。
【０００４】
この点に関して、本願発明者がアンケート調査等によって鋭意調査した結果、前述の薄葉
衛生紙に要求される品質は、柔らかさを筆頭に、以下、丈夫さ、高級感、吸収性の良さ、
および清潔感であるという結果を得た。そして、その薄葉衛生紙を一瞥するだけで、これ
らの品質イメージを消費者に植え付けることができれば、その購入意欲を高められること
を知見した。
【０００５】
しかしながら、現在広く市販されている薄葉衛生紙を調べてみると、その図柄は角張った
幾何学模様が多く、これらの商品は上述した品質イメージに必ずしもマッチしていないも
のであることに本願発明者は気がついた。その代表的図柄を図１２に示す。この図柄は、
最も一般的にキッチンペーパーに使用されているものであり、その構成は、裁頭四角錐状
のエンボス凸部１１３が多数密集して全体に正方形状に形成された複数のエンボス領域１
１５と、これらエンボス領域１１５の間に位置しつつ、エンボス凸部１１３が形成されな
い格子状の抜き柄領域１１１ｂとから構成されている。前記エンボス領域１１５は、紙面
１１１ａの縦横に亘って等ピッチにエンボス凸部１１３を整列させてなるものであり、そ
の配置の規則性から、見た者に対して、このエンボス領域１１５を一つの図柄と視認させ
るようになっている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００２－８８６９４号公報（第１頁、第３図）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
そして、本願発明者は、主にこの図柄を用いてアンケート調査を行って、このような図柄
が上記５つの品質イメージにマッチし難い理由を調べた結果、以下の知見を得た。
（１）このエンボス領域１１５の図柄のように、図柄１１５が角張っていると硬く感じら
れる。具体的には、図１２中の一点鎖線で囲って示すように、９０°以下の鋭角な角部１
１５ａを持った外形輪郭の図柄１１５は硬く感じられ、もって見た目に柔らかなイメージ
を与えられない。
（２）このエンボス領域１１５の図柄のように、各図柄１１５同士の間隔Ｌが狭いと、ふ
っくらとした立体感に乏しくなって、丈夫さ、高級感、および吸収性の良さといった布が
持つイメージを視覚的に与えられない。
（３）このエンボス領域１１５の図柄のように、図柄１１５自身に象徴的な意味合いが無
いと、見た者に清潔感といった観念的なメッセージを伝えられない。
【０００８】
本発明はかかる従来の課題に鑑みるとともに、上記知見に基づいて成されたもので、薄葉
衛生紙に必要とされる柔らかさ等の品質イメージを、視覚的に想起させることが可能な図
柄入り薄葉衛生紙およびこれを用いたラミネート紙を提供することを目的とする。
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【０００９】
【課題を解決するための手段】
　かかる目的を達成するために請求項１に示す発明は、近接させて略等ピッチで線状に並
べた複数の円形エンボス凸部によって規定される複数種の基本図形要素を備え、該基本図
形要素単体で又はこれらを選択的に組み合わせて構成される複数の図柄を紙面の全面に亘
って配した図柄入り薄葉衛生紙であって、
　前記基本図形要素を形成する複数の円形エンボス凸部は、

９０゜以下の鋭角な角部を持たない
線上に沿って配置されて
　

ことを特徴とする。
【００１０】
　上記発明によれば、前記基本図形要素の線上に沿って、近接させて略等ピッチで円形エ
ンボス凸部が並べて配されている。このため、これら円形エンボス凸部を見た者は、前記
近接させた略等ピッチ配置という配置の近接性および規則性から前記基本図形要素毎に区
別して視認することができる。そして、この時、前記基本図形要素は、９０゜以下の鋭角
な角部を持たない線であるため、見た者に滑らかな線を視認させて、もって柔らかなイメ
ージを植え付け可能となる。
　また、前記エンボス凸部は、その単体形状も円形であるため、同様に角張ったイメージ
を与えることはなく、もって見た者に柔らかなイメージを植え付け可能となる。
　一方、実品質面にあっても、前記基本図形要素は前記角部を持たないことから、一般に
角部に生じ易い応力集中を低減できて、もって薄葉衛生紙の破断は起こり難く、その紙質
は丈夫になっている。尚、この丈夫さの向上については、エンボス凸部の単体形状が円形
であることも寄与している。
　

【００１１】
請求項２に示す発明は、請求項１に記載の図柄入り薄葉衛生紙において、前記図柄は、一
対の前記基本図形要素が互いに近接して線対称に配置されて構成される一方で、該図柄の
外形輪郭は、９０゜以下の鋭角な角部を持たないことを特徴とする。
上記発明によれば、一つの図柄を構成する一対の基本図形要素は、互いに近接して線対称
になるように配されている。このため、これら基本図形要素を見た者は、その配置の近接
性および対称性から、これら複数の基本図形要素を一つの図柄と視認することができる。
そして、この時、この図柄の外形輪郭は、９０゜以下の鋭角な角部を持たないようになっ
ているので、見た者に滑らかな外形輪郭線を視認させて、もって柔らかなイメージを植え
付け可能となる。
【００１２】
請求項３に示す発明は、請求項１又は２のいずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙において
、前記略等ピッチは、前記円形エンボス凸部の直径よりも大きく、かつ３ｍｍ以下である
ことを特徴とする。
上記発明によれば、前記略等ピッチを３ｍｍ以下というように狭くしているので、基本図
形要素の視認時に基本図形要素毎に区別し易く、もって基本図形要素の視認性に優れる。
また、前記略等ピッチを前記円形エンボス凸部の直径よりも大きくしているので、円形エ
ンボス凸部同士が繋がって一体化してしまうのを回避できて、もって前記円形エンボス凸
部の実形状の崩れが防止可能となる。
【００１３】

10

20

30

40

50

(4) JP 3756877 B2 2006.3.15

両脇に相隣接する前記エンボ
ス凸部を直線で繋いだ時に形成される夾角が、前記基本図形要素の全長に亘って全て鈍角
又は１８０°となるように配置されることによって、

おり、
前記基本図形要素のうちの一つは、弓状に一方向に曲がった円弧の湾曲線分であり、前

記図柄のうちの一つは、前記湾曲線分を一対にしてその内周側同士を互いに対向させてな
るリーフ状図柄である

また、前記リーフ状図柄は、弓状に一方向に曲がった湾曲線分を一対にして、その内周
側同士を対向配置させて構成されるため、見た者に葉っぱを連想させる。そして、この葉
っぱが持つ観念から、清潔感を思い起こさせることができて、もって見た者に、薄葉衛生
紙に必要な品質である清潔感というイメージを植え付け可能となる。



請求項４に示す発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙において
、相隣接する図柄間の距離は４～１１ｍｍの範囲であることを特徴とする。
上記発明によれば、相隣接する図柄間の距離を４ｍｍ以上にしているので、この距離は、
前述した基本図形要素を構成する円形エンボス凸部のピッチよりも大きい。よって、視認
時に図柄毎に区別し易くなり、図柄の視認性を向上できる。また、この４ｍｍから大きく
する程に、図柄同士の間隔が広がるため、図柄が浮き上がって見えるようになり、もって
ふっくらとした見た目の立体感が生じるようになる。そして、この立体感から、薄葉衛生
紙は、見た目上、布の風合いを備えることができて、もって見た者に丈夫なイメージを植
え付け可能となる。また、このように布の風合いを備えることから、紙には無い高級感を
醸し出すこともできて、もって見た者に高級なイメージを植え付け可能となる。更には、
ふっくらと見えることから、液体が染み込みそうな感じが出て、もって見た者に吸収性が
良いイメージを植え付け可能となる。
一方、前記図柄間の距離を１１ｍｍ以下にしているので、嵩高性が失われず、吸収性及び
柔軟性を保つことができる。
【００１４】
請求項５に示す発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙において
、前記薄葉衛生紙の平面面積に対するエンボス凸部の天部面積の占める割合が、５～９％
であることを特徴とする。
上記発明によれば、前記割合を９％以下にしているので、基本図形要素を含めて図柄が見
た目にくどくなるのを回避できる。一方５％以上にしているので、前記図柄が見た目にあ
っさりし過ぎるのを回避できて、もって図柄の印象が薄くなるのを防ぐことができる。従
って、見た者に、基本図形要素を含めて図柄を確実に視認させることができて、もってそ
の図柄が持つ品質イメージを確実に植え付け可能となる。
【００１５】
請求項６に示す発明は、請求項１乃至５のいずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙において
、前記円形エンボス凸部の天部形状は真円又は楕円であることを特徴とする。
上記発明によれば、前記円形エンボス凸部の天部形状の対称性から、前記請求項１で説明
した柔らかなイメージの植え付け作用、および実品質面における丈夫さを高める作用を確
実に奏することができる。
【００１７】
　 に示す発明は、 記載の図柄入り薄葉衛生紙におい
て、各リーフ状図柄の周囲には、該リーフ状図柄と長手方向が異なる複数のリーフ状図柄
が配されていることを特徴とする。
　上記発明によれば、各リーフ状図柄の周囲には、複数のリーフ状図柄が配されている。
そして、これら周囲のリーフ状図柄の長手方向は、これらが囲むリーフ状図柄の長手方向
と異なる向きに指向されている。従って、薄葉衛生紙の紙面全体を見た時には、紙面全体
が醸し出す方向性は分散して無方向性に見える一方で、個々のリーフ状図柄は編み込まれ
ているようにも見えて、もって見た者に布の風合いを感じさせることができる。
　一方、その触感においても、周囲にあるリーフ状図柄同士の長手方向が異なる方向を向
いていることから薄葉衛生紙の折れの方向性も分散されており、どの方向にも柔軟に折れ
るような柔軟性を備えている。よって、触る者に布の風合いを感じさせることができる。
【００１８】
　 に示す発明は、 に記載の図柄入り薄葉衛生紙において、前記周囲に配
されるリーフ状図柄は、これらが囲むリーフ状図柄の外形輪郭の四側部のそれぞれに一つ
ずつ対向させつつ、長手方向を垂直に指向させて配されていることを特徴とする。
　上記発明によれば、前記 の発明が奏する方向性の分散作用を更に大きくするこ
とができて、もって見た目および実品質の両面において、その風合いをより一層布に近づ
けることができる。
　 に示す発明は、 のいずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙におい
て、前記基本図形要素のうちの一つは真円の曲線 ことを特徴とする。
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請求項７ 請求項１乃至６のいずれかに

請求項８ 請求項７

請求項７

請求項９ 請求項１乃至８
である



　上記発明によれば、基本図形要素およびこれを組み合わせてなる図柄の種類が増えて、
様々な品質イメージを表現可能となる。
【００１９】
　 に示す発明は、 のいずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙におい
て、前記基本図形要素のうちの一つは真円の曲線 ことを特徴とする。
　上記発明によれば、基本図形要素およびこれを組み合わせてなる図柄の種類が増えて、
様々な品質イメージを表現可能となる。
【００２０】
　 に示す発明は、 のいずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙にお
いて、前記図柄の外形輪郭の外側領域たる抜き柄領域には、前記エンボス凸部よりも小さ
い複数のマイクロエンボス凸部が形成されている一方、前記図柄の外形輪郭の内側領域に
は、前記マイクロエンボス凸部が形成されていないことを特徴とする。
　上記発明によれば、図柄の外形輪郭の外側領域たる抜き柄領域に形成されたマイクロエ
ンボス凸部によって、抜き柄から図柄が浮き上がって鮮明に見えるようになり、より大き
な立体感が生じる。また、マイクロエンボス凸部の形成によって、見た目上の布の風合い
を更に強めることができる。
【００２１】
　 に示す発明は、 に記載の図柄入り薄葉衛生紙において、前記抜き
柄領域の全面積に対するマイクロエンボス凸部の天部面積の占める割合が、１７～２７％
であることを特徴とする。
　上記発明によれば、前記割合を２７％以下にしているので、抜き柄領域が目立つことが
抑えられ、見た目上の抜き柄領域への図柄の埋没を有効に防ぐことができて、もって図柄
を引き立たせてより浮き上がって鮮明に見えるようにすることが可能となる。一方、１７
％以上にしているので、図柄と抜き柄領域との区分けを鮮明に示すことができて、もって
図柄を効果的に印象付けることができる。従って、見た者に図柄を確実に視認させて、も
ってその図柄が持つ品質イメージを確実に植え付け可能となる。
【００２２】
　 に示す発明は、二枚の薄葉衛生紙を互いに貼り合わせて構成されるラミネー
ト紙であって、前記二枚の薄葉衛生紙のうちの少なくとも一方に、前記
のいずれかに記載の図柄入り薄葉衛生紙を用いたことを特徴とする。
　上記発明によれば、薄葉衛生紙同士の間に空間を画成することができて、実品質として
の嵩高性および吸収性を大きくすることができる。
【００２３】
　 に示す発明は、 に記載のラミネート紙において、前記二枚の薄葉
衛生紙は、紙面の全面に亘って互いに同じ図柄を同じ配置で備えるとともに、一方の薄葉
衛生紙のエンボス凸部が、他方の薄葉衛生紙のエンボス凸部の周囲の部分であるエンボス
凹部に嵌り込んで、前記一方の薄葉衛生紙のエンボス凸部の天部が、前記エンボス凹部に
接着して貼り合わされていることを特徴とする。
　上記発明によれば、前記ラミネート紙は、いわゆる「ネステッド」の接着形態で貼り合
わされてなり、もって薄葉衛生紙同士の間に空間を画成することができて、実品質として
エンボスを潰れ難くし、吸収性を大きくすることができる。
【００２４】
　 に示す発明は、 に記載のラミネート紙において、前記二枚の薄葉
衛生紙は、紙面の全面に亘って互いに同じ図柄を同じ配置で備えるとともに、同じ図柄を
構成するエンボス凸部同士を互いに突き合わせて接着して貼り合わされていることを特徴
とする。
　上記発明によれば、前記ラミネート紙は、いわゆる「 Tip　 to　 Tip」の接着形態で貼り
合わされてなり、もって二枚の薄葉衛生紙同士の間に画成される前記空間を大きくするこ
とができて、実品質としての嵩高性および吸収性を更に大きくすることができる。
【００２５】
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請求項９ 請求項１乃至８
である

請求項１０ 請求項１乃至９

請求項１１ 請求項１０

請求項１２
請求項１乃至１１

請求項１３ 請求項１２

請求項１４ 請求項１２



　 に示す発明は、 に記載のラミネート紙において、前記リーフ状図
柄は、大小２種類の大きさに形成され、大きい方のリーフ状図柄の外形輪郭の内側領域内
に、小さい方のリーフ状図柄が収まることを特徴とする。
　上記発明によれば、図柄の種類が増えて、様々な品質イメージを表現可能となる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る一実施形態をキッチンペーパーを例に説明する。
＝＝＝　第１実施形態　＝＝＝
－－－　薄葉衛生紙の全体構成　－－－
図１は本第１実施形態の薄葉衛生紙の一部を示す平面図であり、図２は、図１中の II－ II
線矢視の縦断面図である。
本第１実施形態は、坪量が１７～３２ｇ／ｍ２ のパルプ製薄葉衛生紙１の単シートである
。その平面形状は矩形で、一辺の長さは１００～３００ｍｍであり、その紙面１ａには全
面に亘って複数のエンボス凸部１３が形成されている。尚、図１中、エンボス凸部１３は
黒塗りで示している。
【００２７】
このエンボス凸部１３は、図２に示すように円錐の頭部を裁断したような裁頭円錐状を呈
する円形エンボス凸部であり、もってこのエンボス凸部１３の天部１３ａの平面外形は平
坦な真円状になっている。この天部１３ａの直径は１．０～１．５ｍｍに、底部の直径は
前記天部１３ａの直径の１．０～１．５倍に、またエンボス凸部１３の高さは０．４～１
．５ｍｍに設定されている。尚、このエンボス凸部１３の寸法は、上記数値に限るもので
はなく、互いに近接するエンボス凸部１３同士が連続しない範囲で大きくしたり、逆に小
さくしても良い。
【００２８】
図１に示すように、このエンボス凸部１３は、紙面１ａ全面に亘って、所定の規則性と対
称性をもって複数が配置されており、この紙面１ａを見た者に対して、これらエンボス凸
部１３を仮想的に繋いで形成される後記基本図形要素や、この基本図形要素を組み合わせ
て構成される後記図柄を視認させるようになっている。
【００２９】
尚、ここで言う基本図形要素とは、図１中の４１ａ、４１ｂ、４１ｃ、４３、および４５
の符号で示すものであり、つまり２．５ｍｍの等ピッチＰ１で線状に連続的に並べられた
複数のエンボス凸部１３によって規定されるものである。そして、これらはそれぞれに、
その等ピッチＰ１という規則性および近接性から一つの図形として視認されるようになっ
ている。また、前記図柄とは、これら基本図形要素単体で、又はこれら基本図形要素の中
から幾つかを選んで組み合わせて互いに近接して線対称又は点対称に配置した図形のこと
を指し、その配置の近接性および対称性から一つの図形と視認されるものを言う。これら
図柄は、図１では５１，５３，５５，５７の符号を付して示している。そして、これら図
柄は、後記基本配置パターン６０に基づいて配されるとともに、この基本配置パターン６
０を繰り返すことによって紙面１ａ全面に亘って配されるようになっている。
【００３０】
ここで、本発明に係る第一の特徴的事項を説明すると、本発明にあっては、先ず、前記基
本図形要素４１ａ，４１ｂ，４１ｃ，４３，４５が、いずれも９０゜以下の鋭角な角部を
持たない線となっている。このため、これら基本図形要素を見た者は、鋭角な角部の無い
滑らかな線のみを視認する結果、当該見た者に対して柔らかなイメージを植え付け可能と
なる。
【００３１】
以下、基本図形要素、この基本図形要素を組み合わせて構成される図柄、およびこの図柄
の基本配置パターンを具体的に説明する。
－－－　基本図形要素　－－－
前記基本図形要素は５種類あり、具体的には、弓状に一方向に曲がった３種類の湾曲線分
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要素４１ａ，４１ｂ，４１ｃと、真円の円形要素４３と、直線線分要素４５とが使用され
ている。いずれの基本図形要素も、相近隣するエンボス凸部１３同士の中心点間隔が２．
５ｍｍになるように、エンボス凸部１３が２．５ｍｍピッチＰ１で連続して並べられて構
成されている。逆に言えば、エンボス凸部１３がその基本図形要素に属するか否かの判定
は、エンボス凸部１３の中心点間隔が２．５ｍｍであるか否かによってなされる。
【００３２】
尚、図１に示す紙面１ａには、一つのエンボス凸部１３のみからなる点状の図柄５７（以
下では点状図柄と言う）が配置されているが、この点状図柄５７は、前記基本図形要素に
は該当しないものとする。その理由は、この点状図柄５７は、複数のエンボス凸部１３に
よって構成されるものではないことと、また所定の線状の図形を視認させるものではない
からである。
【００３３】
前記湾曲線分要素に関しては、前述のように、その大きさを異ならせて大中小の三種類が
設定されている。以下、大きいものを大湾曲線分要素４１ａ、中くらいのものを中湾曲線
分要素４１ｂ、小さいものを小湾曲線分要素４１ｃという。これら湾曲線分要素４１ａ，
４１ｂ，４１ｃは円弧であり、前記３種類の大きさへの設定は、その曲率は互いに同じに
維持しつつ円弧長さのみを変更してなされる。すなわち、大湾曲線分要素４１ａは１３個
のエンボス凸部１３からなり、その曲率は０．０３ｍｍ－ １ 、円弧長さは３６ｍｍである
。中湾曲線分要素４１ｂは１２個のエンボス凸部１３からなり、その曲率は０．０３ｍｍ
－ １ 、円弧長さは３０ｍｍである。小湾曲線分要素４１ｃは８個のエンボス凸部１３から
なり、その曲率は０．０３ｍｍ－ １ 、円弧長さは２２ｍｍである。
【００３４】
前記円形要素４３は直径７ｍｍの真円であり、この真円に沿って２．５ｍｍの等ピッチＰ
１で配された８個のエンボス凸部１３から構成される。
前記直線線分要素４５は、全長７．５ｍｍの直線であり、この直線に沿って２．５ｍｍの
等ピッチＰ１で配された４個のエンボス凸部１３から構成される。
【００３５】
そして、これら５種類の基本図形要素は、いずれも９０゜以下の鋭角な角部を持たない滑
らかな線であるため、見た者に滑らかな線を視認させて、もって柔らかなイメージを植え
付け可能となる。詳細には、両脇に相隣接するエンボス凸部１３を直線で繋いだ時に形成
される夾角が、基本図形要素の全長に亘って全て鈍角となっていて鋭角になっている所は
全く無いようになっており、もってこれらエンボス凸部１３を結んで形成される線は滑ら
かな線として視認可能となっている。
【００３６】
また、前記エンボス凸部１３は、その単体形状も真円形であるため、同様に角張ったイメ
ージを与えることは一切なく、もって見た者に柔らかなイメージを植え付け可能となる。
【００３７】
一方、実品質面にあっても、前記基本図形要素は前記角部を持たないことから、一般に角
部に生じ易い応力集中を低減できて、もって薄葉衛生紙１の破断は起こり難く丈夫になっ
ている。尚、この丈夫さの向上については、エンボス凸部１３の単体形状が円形であるこ
とも寄与している。
【００３８】
尚、望ましくは、基本図形要素を構成するエンボス凸部１３の前記ピッチＰ１は、前記エ
ンボス凸部１３の直径よりも大きく、かつ３ｍｍ以下であると良い。そして、前記ピッチ
Ｐ１を３ｍｍ以下というように狭くすれば、基本図形要素毎に区別して視認し易くなる。
また、前記ピッチＰ１を前記エンボス凸部１３の直径よりも大きくすれば、エンボス凸部
１３同士が繋がって一体化してしまうのを回避できて、もって前記エンボス凸部１３の実
形状の崩れを防止可能となる。
【００３９】
－－－　図柄　－－－

10

20

30

40

50

(8) JP 3756877 B2 2006.3.15



図柄は、前述した基本図形要素単体で、又はこれらの中から幾つかを選択して近接して線
対称に配置されて構成され、その配置の近接性および対称性から一つの図形として認識さ
れるものである。本発明にあっては４種類の図柄が用いられ、具体的には、葉っぱをモチ
ーフとした大小２種類のリーフ状図柄５１，５３、真円の円形状図柄５５、および点状図
柄５７の計四種類が使用されている。
【００４０】
前記大小のリーフ状図柄５１，５３のうちの大きい方（以下、リーフ状図柄（大）と言う
）５１は、一対の大湾曲線分要素４１ａ，４１ａと、一対の小湾曲線分要素４１ｃ，４１
ｃとを組み合わせて構成される。前記一対の大湾曲線分要素４１ａ，４１ａは、リーフ状
図柄（大）５１の外形輪郭をなすものであり、互いの間隔を最大箇所で２０ｍｍ隔てつつ
、その内周側同士を互いに対向させて線対称に配されている。そして、これら一対の大湾
曲線分要素４１ａ，４１ａを見た者は、その配置の近接性および対称性からこれを一つの
図柄として視認する。
【００４１】
また、この内側には、大湾曲線分要素４１ａ，４１ａに沿って平行にかつ７ｍｍの間隔を
隔てて、一対の小湾曲線分要素４１ｃ，４１ｃが対向して配されている。これら小湾曲線
分要素４１ｃ，４１ｃは、前記リーフ状図柄（大）５１の内形輪郭をなし、これによって
リーフ状図柄（大）５１の葉っぱらしさを高めている。
【００４２】
一方、小さい方のリーフ状図柄であるリーフ状図柄（小）５３は、一対の中湾曲線分要素
４１ｂ，４１ｂと、一本の直線線分要素４５とを組み合わせて構成される。前記一対の大
湾曲線分要素４１ａ，４１ａは、前記リーフ状図柄（小）５３の外形輪郭をなし、互いの
間隔を最大箇所で１２．５ｍｍ隔てつつ、その内周側同士を互いに対向させて線対称に配
されている。また、前記直線線分要素４５は、前記外形輪郭の幅方向の中心線に沿って葉
っぱの葉脈の如く配され、これによってリーフ状図柄（小）５３の葉っぱらしさを高めて
いる。
【００４３】
そして、このようなリーフ状図柄５１，５３によれば、その外形輪郭から、見た者に葉っ
ぱを連想させて、この葉っぱが持つ観念から清潔感を思い起こさせることができる。その
結果、見た者に、薄葉衛生紙１に必要な品質である清潔感というイメージを植え付け可能
となる。
【００４４】
ここで、これらリーフ状図柄（大）５１およびリーフ状図柄（小）５３の互いの大きさの
関係を、図５を参照しつつ説明する。この図５は、本１実施形態と同一の二枚の薄葉衛生
紙１１，２１を、対照可能に重ね合わせて透かして示す平面図であり、図中、一方の薄葉
衛生紙１１の図柄のエンボス凸部１３を黒塗りで、また他方の薄葉衛生紙２１の図柄のエ
ンボス凸部２３を白抜きで示している。
【００４５】
図示のように、これらリーフ状図柄（大）５１とリーフ状図柄（小）５３とは、その長手
方向および中心を互いに揃えて対面させた時に、互いのエンボス凸部１３が、リーフ状図
柄５１，５３の内側領域に在るエンボス凸部１３未形成領域に対面するようになっている
。つまり、リーフ状図柄（大）５１とリーフ状図柄（小）５３とを対面させた時には、図
５に示すように、リーフ状図柄（大）５１における大湾曲線分要素４１ａと小湾曲線分要
素４１ｃとの間の領域に、リーフ状図柄（小）５３の中湾曲線分要素４１ｂが位置すると
ともに、前記リーフ状図柄（大）５１における一対の小湾曲線分要素４１ｃ同士の間の領
域に、リーフ状図柄（小）５３の直線線分要素４５が位置するようになっている。このよ
うな大きさの関係にしている主な理由は、後述する第２実施形態のラミネート紙１’のよ
うに、「ネステッド」の接着形態によって二枚の薄葉衛生紙１１，２１同士を貼り合わせ
可能にするためである。
【００４６】
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図１に戻って、前記円形状図柄５５は、前述した基本図形要素の一つである前記円形要素
４３のみからなる。
また、前記点状図柄５７は、一つのエンボス凸部１３のみから構成される。
【００４７】
－－－　図柄の配置パターン　－－－
これら４種類の図柄を適宜配置して構成される基本配置パターン６０を、薄葉衛生紙１の
紙面１ａの縦方向に繰り返すことによって、紙面１ａの全面に亘って図柄５１，５３，５
５，５７が配置される。その繰り返しの最小単位である基本配置パターン６０は、前記図
柄５１，５３，５５，５７を紙面１ａの横方向に一列に整列させてなる４種類の図柄横列
６１，６２，６３，６４を、次の順番で縦方向に並列配置して構成される。
【００４８】
第一列目の図柄横列６１は、横方向に２０ｍｍの整列ピッチＰ２で、リーフ状図柄（小）
５３と円形状図柄５５とを交互に整列させてなる。このうちのリーフ状図柄（小）５３は
、その長手方向を整列方向たる横方向に対して反時計回りに４５°傾けて配されている。
【００４９】
第二列目の図柄横列６２は、前記第一列目と同じ整列ピッチＰ２で、点状図柄５７とリー
フ状図柄（大）５１とを交互に整列させてなる。この第二列目の図柄横列６２は、前記第
一列目の図柄横列６１に隣接して並列配置されており、縦方向には、点状図柄５７が、前
記第一列目の図柄横列６１におけるリーフ状図柄（小）５３と同じ列に整列する一方、リ
ーフ状図柄（大）５１が、前記第一列目の図柄横列６１における円形状図柄５５と同じ列
に整列するようになっている。尚、前記リーフ状図柄（大）５１は、その長手方向を、整
列方向に対して時計回りに４５°傾けて配されている。
【００５０】
第三列目の図柄横列６３および第四列目の図柄横列６４は、前記第一列目および第二列目
の図柄横列６１，６２と整列方向に関して鏡像関係にある図柄横列を、１ピッチＰ２分だ
け整列方向にずらしたものである。
【００５１】
そして、これら四種類の図柄横列６１，６２，６３，６４は、前記横方向の整列ピッチＰ
２と同じく２０ｍｍのピッチＰ２で、縦方向に亘って並列配置することによって前記基本
配置パターン６０が形成されている。その結果、前記４種類の図柄５１，５３，５５，５
７が、紙面１ａ上に仮想設定された一辺２０ｍｍの正方形格子の交点位置に一つずつ、そ
れぞれが同じ割合で配置されている。
【００５２】
そして、この基本配置パターン６０にあっては、各リーフ状図柄５１，５３の周囲には、
このリーフ状図柄５１，５３と長手方向を９０゜傾けた４つのリーフ状図柄５１，５３が
位置している。具体的に説明すると、前記周囲に位置するリーフ状図柄５１，５３は、こ
れらに囲まれたリーフ状図柄５１，５３の外形輪郭の四側部たる四辺のそれぞれに一つず
つ対向している。そして、これら周囲のリーフ状図柄５１，５３の長手方向は、これらに
囲まれたリーフ状図柄５１，５３の長手方向と９０゜傾けて指向されている。このため、
薄葉衛生紙１の紙面１ａ全体を見た時には、紙面１ａ全体が醸し出す方向性は分散して無
方向性に見える一方で、個々のリーフ状図柄５１，５３が編み込まれているようにも見え
て、もって見た者に布の風合いを感じさせることができる。一方、その触感においても、
周囲にあるリーフ状図柄５１，５３同士の長手方向が異なる方向を向いていることから薄
葉衛生紙の折れの方向性も分散されており、どの方向にも柔軟に折れるような柔軟性を備
え、もって、触る者に布の風合いを感じさせることができる。
【００５３】
尚、相隣接する図柄５１，５３，５５，５７間の距離は、４～１１ｍｍの範囲にするのが
望ましい。そして、この図柄間の距離を４ｍｍ以上にすれば、この距離は、各図柄を構成
する基本図形要素のエンボス凸部の前記ピッチＰ１よりも大きくなる。よって、図柄毎に
区別し易くなりその視認性を向上できる。また、この４ｍｍから大きくなるにつれて、図
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柄同士の間隔が広がって、この間隔の領域が背景のような感じを醸し出し、各図柄が浮き
上がって見えるようになる結果、ふっくらとした見た目の立体感が生じるようになる。そ
して、この立体感から、薄葉衛生紙１は、見た目上の布の風合いを備えることができて、
もって見た者に丈夫なイメージを植え付け可能となる。また、この布の風合いを備えるこ
とから、紙には無い高級感を醸し出すこともできて、もって見た者に高級なイメージを植
え付け可能となる。更には、ふっくらと見えることから、液体が染み込みそうな感じが出
て、もって見た者に吸収性が良いイメージを植え付け可能となる。
一方、前記図柄間の距離を１１ｍｍ以下にすれば、嵩高性が失われず、吸収性及び柔軟性
を保つことができる。
【００５４】
更に望ましくは、図３の薄葉衛生紙の平面図に示すように、前記リーフ状図柄（大）５１
、（小）５３、および円形状図柄５５に関しては、各外形輪郭の外側領域たる抜き柄領域
１ｂ（図中斜線にて示す）に、前記エンボス凸部１３よりも小さい大きさの複数のマイク
ロエンボス凸部（不図示）を形成する一方で、前記外形輪郭の内側領域には、前記マイク
ロエンボス凸部を形成しないようにすると良い。このマイクロエンボス凸部は、前記抜き
柄領域１ｂの縦横に亘って、１ｍｍの等ピッチの格子状に配置される。そして、図３中の
IV－ IV線矢視の概略縦断面図である図４に示すように、そのマイクロエンボス凸部１４の
形状は、円錐の頭部を裁断したような裁頭円錐状を呈し、もってその天部は平坦な真円状
になっている。この天部の直径は０．５０８ｍｍに、底部の直径は、天部直径の１．０～
１．５倍に、また高さは０．１～０．３ｍｍに設定されている。尚、このマイクロエンボ
ス凸部１４の寸法は、上記数値に限るものではなく、互いに近接するマイクロエンボス凸
部１４同士が連続しない範囲で大きくしたり、逆に小さくしても良い。
【００５５】
そして、この構成によれば、前記図柄５１，５３，５５の外形輪郭の外側領域たる抜き柄
領域１ｂに形成されたマイクロエンボス凸部１４によって、抜き柄領域１ｂから図柄５１
，５３，５５が浮き上がって鮮明に見えるようになり、より立体感が生じる。また、マイ
クロエンボス凸部１４の形成によって、見た目上の風合いをより一層布に近づけることが
できる。
【００５６】
更に望ましくは、前記抜き柄領域１ｂの全面積に対するマイクロエンボス凸部１４の天部
面積の占める割合を、１７～２７％にすると良い。そして、この構成によれば、前記割合
を２７％以下にしているので、抜き柄領域１ｂが目立つことが抑えられ、見た目上の抜き
柄領域１ｂへの図柄５１，５３，５５の埋没を有効に防ぐことができて、もって図柄５１
，５３，５５を引き立たせてより浮き上がって鮮明に見えるようにすることができる。一
方、１７％以上にしているので、図柄５１，５３，５５と抜き柄領域１ｂとの区分けを鮮
明に示すことができて、もって図柄５１，５３，５５を効果的に印象付けることができる
。従って、見た者に図柄５１，５３，５５を確実に視認させて、もってその図柄５１，５
３，５５が持つ品質イメージを確実に植え付け可能となる。尚、前記第１実施形態では、
前記割合を２３％に設定している。
【００５７】
また、前記薄葉衛生紙１の紙面１ａの平面面積に対するエンボス凸部１３の天部面積１３
ａの占める割合を、５～９％にするのが望ましい。そして、前記割合を９％以下にすれば
、基本図形要素を含めて図柄５１，５３，５５，５７が見た目にくどくなるのを回避でき
る。一方５％以上にすれば、前記図柄５１，５３，５５，５７が見た目にあっさりし過ぎ
るのを回避して、もって図柄５１，５３，５５，５７の印象が薄くなるのを防ぐことがで
きる。従って、見た者に、基本図形要素を含めて図柄５１，５３，５５，５７を確実に視
認させることができて、もってその図柄５１，５３，５５，５７が持つ品質イメージを確
実に植え付け可能となる。尚、前記第１実施形態では、前記割合を７％に設定している。
【００５８】
＝＝＝　第２実施形態　＝＝＝
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前記第１実施形態の薄葉衛生紙１は単シートであったところ、本第２実施形態は、第１実
施形態と同じ図柄の薄葉衛生紙を二枚重ね合わせて接着したラミネート紙である点で相違
する。そして、その接着形態にはいわゆる「ネステッド」を用いている。
【００５９】
図５に当該ラミネート紙１’の概略縦断面図を、また図６にその平面図を示す。尚、図６
にあっては、表面側の薄葉衛生紙１１と裏面側の薄葉衛生紙２１の両図柄を対照可能にす
べく、裏面側の薄葉衛生紙２１のエンボス凸部２３を透かし見て白抜きで示すとともに、
表面側の薄葉衛生紙１１のエンボス凸部１３を黒塗りで示している。また、図６中、裏面
側の薄葉衛生紙２１に関する部分の符号は括弧でくくって示している。
【００６０】
図５に示すように、この「ネステッド」の接着形態は、表面側の薄葉衛生紙１１のエンボ
ス凸部１３が、裏面側の薄葉衛生紙２１におけるエンボス凸部２３の周囲の部分であるエ
ンボス凹部２５に嵌り込み、このエンボス凹部２５に、前記凸部１３の天部が貼着される
ものであり、この時、裏面側の薄葉衛生紙２１のエンボス凸部２３も、表面側の薄葉衛生
紙１１におけるエンボス凸部１３の周囲の部分であるエンボス凹部１５に嵌り込んでいる
。尚、前記貼着は接着剤３１によってなされ、この接着剤３１としてはＰＶＡ、ＣＭＣ、
ＭＣ、およびでんぷん等が使用可能である。
【００６１】
このような接着形態になるようにすべく、図６に示すように、表面側の薄葉衛生紙１１と
裏面側の薄葉衛生紙２１とは、前記図柄横列６１，６２，６３，６４が、整列方向と直交
する方向である前記縦方向に、互いに二列分ずらされて対面している。
つまり、表面側の薄葉衛生紙１１の第一列目の図柄横列６１が裏面側の薄葉衛生紙２１の
第三列目の図柄横列６３に対面し、表面側の薄葉衛生紙１１の第二列目６２が裏面側の薄
葉衛生紙２１の第四列目６４に対面し、表面側の薄葉衛生紙１１の第三列目６３が裏面側
の薄葉衛生紙２１の第一列目６１に対面し、表面側の薄葉衛生紙１１の第四列目６４が裏
面側の薄葉衛生紙２１の第二列目６２に対面し、以降、前記縦方向に亘ってこれを繰り返
すようになっている。
【００６２】
そして、この状態にあっては、いずれか一方の薄葉衛生紙１１，２１におけるリーフ状図
柄（大）５１の内側には、もう一方の薄葉衛生紙２１，１１の小リーフ図柄５３が嵌り込
んでいる。つまり、前記リーフ状図柄（大）５１における大湾曲線分要素４１ａと小湾曲
線分要素４１ｃとの間の領域に、前記リーフ状図柄（小）５３における中湾曲線分要素４
１ｂが位置する一方、前記リーフ状図柄（大）５１における小湾曲線分要素４１ｃの内側
には、その幅方向の中心線上に沿って、前記リーフ状図柄（小）５３の直線線分要素４５
が位置するようになっている。また、これと同時に、表面側又は裏面側のいずれか一方の
薄葉衛生紙１１，２１における円形状図柄５５の内側には、その中心に位置させて、もう
一方の薄葉衛生紙２１，１１の点状図柄５７が嵌り込んでいる。
【００６３】
そして、このような構成の第２実施形態によれば、貼り合わせた薄葉衛生紙１１，２１同
士の間に空間Ｓを画成することができて、もってその実品質としてエンボスが潰れ難くな
り、吸収性が向上する。
【００６４】
＝＝＝　第３実施形態　＝＝＝
前記第２実施形態は、接着形態が「ネステッド」のラミネート紙１’であったところ、本
第３実施形態は、接着形態が「 Tip　 to　 Tip」のラミネート紙１’’である点で相違する
。
【００６５】
この「 Tip　 to　 Tip」の接着形態は、図７の当該ラミネート紙の概略縦断面図に示すよう
に、表面側の薄葉衛生紙１１面のマクロエンボス凸部１３の天部と裏面側の薄葉衛生紙２
１のエンボス凸部２３の天部とを互いに突き合わせて接着剤３１で接着してなるものであ
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り、エンボス凸部１３，２３の周囲に位置するエンボス凹部１５，２５同士の間に大きな
空間Ｓを画成できるものである。よって、嵩を高くできて吸収性を向上できる。
【００６６】
このような接着形態になるようにすべく、表面側の薄葉衛生紙１１と裏面側の薄葉衛生紙
２１とは、互いに同じ図柄横列６１，６２，６３、６４同士が対面するようになっている
。
つまり、表面側の薄葉衛生紙１１の第一列目の図柄横列６１が裏面側の薄葉衛生紙２１の
第一列目６１に対面し、表面側の薄葉衛生紙１１の第二列目６１が裏面側の薄葉衛生紙２
１の第二列目６２に対面し、表面側の薄葉衛生紙１１の第三列目６３が裏面側の薄葉衛生
紙２１の第三列目６３に対面し、表面側の薄葉衛生紙１１の第四列目６４が裏面側の薄葉
衛生紙２１の第四列目６４に対面し、以降、前記縦方向に亘ってこれを繰り返すようにな
っている。
【００６７】
以上、本発明に係る実施形態について説明したが、本発明は、かかる実施形態に限定され
るものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で以下に示すような変形が可能である。
本実施形態においては、薄葉衛生紙１およびこれを用いたラミネート紙１’，１’’とし
てキッチンペーパーを例にとって説明したが、これに限るものではなく、ティッシュペー
パー、トイレットペーパー、および化粧用紙等にも適用可能である。
本実施形態においては、円形エンボス凸部として、裁頭円錐状のエンボス凸部１３を例示
したが、この円形エンボス凸部には裁頭楕円錘状のエンボス凸部も含み、つまり天部１３
ａ形状が楕円のものも含む。
【００６８】
本第２および第３実施形態のラミネート紙１’，１’’においては、表面側の薄葉衛生紙
１１および裏面側の薄葉衛生紙２１の両者に対してマイクロエンボス凸部１４を形成しな
かったが、これに限るものではなく、一方または両方の抜き柄領域１ｂにマイクロエンボ
ス凸部１４を形成するようにしても良い。
【００６９】
本実施形態においては、複数のエンボス凸部１３から構成される図柄のみを備えた薄葉衛
生紙１を例示したが、これに限るものではなく、このエンボス凸部１３による図柄に加え
て、更に印刷による図柄を備えるようにしても良い。すなわち、薄葉衛生紙１の地色と色
違いのインクを用いて、文字形態の図柄（以下、文字形態図柄と言う）や絵形態の図柄（
以下、絵形態図柄と言う）、若しくはこれらの組み合わせからなる複数の図柄を薄葉衛生
紙１に印刷しても良い。
そして、この場合の、薄葉衛生紙１における印刷の対象面は、表裏の両紙面１ａのうちの
いずれか一方のみであっても良いし両面でも良い。また、この図柄の印刷方法としては、
ゴムや樹脂等の柔らかい材質の凸版に印刷インクをのせて印刷するフレキソ印刷方式、逆
に凹版に印刷インクをためて印刷するグラビア印刷方式、または薄葉衛生紙１に向けてイ
ンクを吐出して印刷するインクジェット方式等が挙げられる。更には、この図柄の印刷処
理とエンボス加工処理との時間的な後先関係は、どちらが先でも構わないが、エンボス凸
部１３に跨った図柄を均一に印刷するためには、薄葉衛生紙１への印刷後にエンボス加工
を施すのが望ましい。
【００７０】
以下、図８乃至図１１を参照しながら、印刷による図柄の態様について説明する。図８乃
至図１１は、この印刷による図柄の一例を説明するための薄葉衛生紙の一部を示す平面図
である。尚、以下では、薄葉衛生紙１の地色が白であるものとして説明するが、何等これ
に限るものではない。
【００７１】
この印刷による図柄としては、例えば図８に示すように、多種類のコーヒーの図柄１１１
，１１５を印刷する。詳細には、文字形態図柄１１１として「ＥＳＰＲＥＳＳＯ」や「Ｃ
ＡＦＥ　ＡＵ　ＬＡＩＴ」等の複数のコーヒー種類名１１１が、互いに適宜間隔を隔てつ
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つ紙面１ａ全面に亘って印刷されて、絵形態図柄１１５としては、前記文字にほぼ対応さ
せて、受け皿付きカップやマグカップ等の複数のコーヒー容器の斜視絵１１５が、互いに
適宜間隔を隔てつつ紙面１ａ全面に亘って印刷されている。
【００７２】
これら図柄１１１，１１５の色としては、図柄１１１，１１５に応じた適色が、有彩色や
無彩色の中から適宜選択されて使用される。図柄１１１，１１５の色は一色に限るもので
はなく、図柄１１１，１１５の種類毎に異ならせたり、または図柄１１１，１１５毎に異
ならせたり、更には同一図柄１１１，１１５内で部分的に異ならせても良い。例えば、図
中の「ＥＳＰＲＥＳＳＯ」と「ＣＡＰＰＵＣＣＩＮＯ」の文字形態図柄１１１はオレンジ
色で着色しているが、「ＣＡＦＥＡＵ　ＬＡＩＴ」の文字形態図柄１１１は黄緑色で着色
している。また、図中の「ＣＡＦＦＥ　ＬＡＴＴＥ」の文字形態図柄１１１は、前から７
番目の「Ａ」のみ黄緑色に着色し、それ以外のアルファベットはオレンジ色に着色してい
る。また、同図中のコーヒー容器の絵形態図柄１１５にあっては、そのコーヒー部分１１
５ａをオレンジ色で着色し、容器部分１１５ｂは黄緑色で着色している。
【００７３】
また、この印刷による図柄が持つ観念を、前記エンボス凸部１３による図柄が持つ観念に
適合させて、互いの観念を調和させると良い。そして、このようにすれば、この薄葉衛生
紙１を見た者に対して、その観念を相乗させて植え付けることが可能となる。
例えば、前述した第１実施形態の薄葉衛生紙１には、エンボス凸部１３による図柄として
リーフ状図柄（大）５１および（小）５３が形成されており、これを見た者に葉っぱを連
想させて、この葉っぱが持つ観念から清潔感を想起させるようになっていた。したがって
、これに合わせて、清潔感を想起させるような観念を有する図柄を、前記薄葉衛生紙１に
印刷すると良い。
その一例を図９の平面図に示すが、この薄葉衛生紙１には、前記清潔感を想起させる観念
の図柄１２１，１２５として、柑橘類果実に関する図柄１２１，１２５が印刷されている
。詳細には、文字形態図柄１２１として「ｆｒｕｉｔｙ」や「ｓｏｕｒ」等の柑橘類果実
の印象を呈する複数の文字１２１が、互いに適宜間隔を隔てつつ紙面１ａ全面に亘って印
刷されている。また、絵形態図柄１２５としては、前記文字１２１毎に対応させてその近
隣位置に、レモンや輪切りのオレンジ等の複数の柑橘類果実の絵１２５が印刷されている
。尚、上記観念を有する図柄としては、前述の柑橘類果実に限るものではなく、例えば花
等でも良い。
【００７４】
また、更に望ましくは、この印刷による図柄として、前記エンボス凸部１３による図柄と
同形状、若しくは相似形状または類似形状の図柄を、前記エンボス凸部１３の図柄に対応
させて印刷しても良い。そして、このようにすれば、エンボス凸部１３による図柄をより
一層際立たせることができて、その図柄の視認性が格段に良好となる。
その例を、図１０および図１１の平面図にそれぞれ示す。図１０に示す例は、エンボス凸
部１３による図柄と同形状の図柄を印刷したものである。図示のように、この薄葉衛生紙
１には、エンボス凸部１３でリーフ状図柄（大）５１または（小）５３が形成されている
ので、これらリーフ状図柄５１，５３の外形輪郭に沿わせつつ、当該外形輪郭を含めてそ
の内側領域が黄緑色に着色されている。そして、このようにすれば、この印刷によるリー
フ状図柄１５１，１５３によって当該リーフ状図柄５１，５３が更に際立つとともに、黄
緑色の着色によって更に葉っぱらしくなり、見た者に確実に清潔感を植え付けることがで
きる。尚、必ずしも、紙面１ａ全面に存在する全ての図柄５１，５３に対応させて、図柄
１５１，１５３を印刷する必要はなく、例えば、見た目にくどくなるような場合には、図
柄５１，５３に対して一つおきに印刷する等しても良い。
【００７５】
他方、図１１に示す例は、エンボス凸部１３による図柄と類似形状の図柄を印刷したもの
である。この図柄例は、図柄を構成する基本図形要素のみを着色することによって、エン
ボス凸部１３による図柄の外形輪郭を縁取るように印刷された図柄であり、すなわち、リ
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ーフ状図柄（大）５１の大湾曲線分要素４１ａと、リーフ状図柄（小）５３の中湾曲線分
要素４１ｂに沿わせて黄緑色の円弧１５１，１５３が描かれている。尚、この縁取りは、
図１１のような前記湾曲線分要素４１ａ，４１ｂ上をなぞるものに限らず、これら湾曲線
分要素４１ａ，４１ｂの少し内側または外側をなぞっても良い。また、上記図示例では、
リーフ状図柄（大）５１の小湾曲線分要素４１ｃおよびリーフ状図柄（小）５３の直線線
分要素４５に対しては印刷を施していないが、場合によっては、同じ色または異色で印刷
しても良い。
【００７６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、薄葉衛生紙に必要とされる柔らかさ等の品質イメ
ージを、視覚的に想起させることが可能な図柄入り薄葉衛生紙およびこれを用いたラミネ
ート紙を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態の薄葉衛生紙の一部を示す平面図である。
【図２】図１中の II－ II線矢視の縦断面図である。
【図３】マイクロエンボス凸部の形成領域を示す薄葉衛生紙の平面図である。
【図４】図３中の IV－ IV線矢視の概略縦断面図である。
【図５】第２実施形態のラミネート紙の概略縦断面図である。
【図６】第２実施形態のラミネート紙の平面図であって、表裏の図柄を対照可能にすべく
、図柄を透かし見て示している。
【図７】第３実施形態のラミネート紙の概略縦断面図である
【図８】変形例に係る薄葉衛生紙の一部を示す平面図である。
【図９】変形例に係る薄葉衛生紙の一部を示す平面図である。
【図１０】変形例に係る薄葉衛生紙の一部を示す平面図である。
【図１１】変形例に係る薄葉衛生紙の一部を示す平面図である。
【図１２】従来から薄葉衛生紙に使用されている代表的図柄を示す図である。
【符号の説明】
１　　　薄葉衛生紙
１３　　エンボス凸部（円形エンボス凸部）
４１ａ　大湾曲線分要素、基本図形要素
４１ｂ　中湾曲線分要素、基本図形要素
４１ｃ　小湾曲線分要素、基本図形要素
４３，５５　　円形要素、基本図形要素、円形状図柄
４５　　直線線分要素、基本図形要素
５１　　リーフ状図柄（大）、図柄
５３　　リーフ状図柄（小）、図柄
５７　　点状図柄、図柄
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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